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第１章　総則

１．目的
この要項は、市立岸和田市民病院（以下「当院」という。）における医事関連業務に
ついて、市立岸和田市民病院医事関連業務委託仕様書及び人員配置仕様書（以下「仕
様書」という。）に基づき、当院の経営改善の推進を図りながら、患者サービス及び請
求関係事務の精度向上、医療従事者が医療に専念可能な環境の維持を図り、医事関連
業務全般が円滑かつ効率的に提供できる受託者を、業者公募型企画提案（プロポーザ
ル）方式により選定するために必要な事項を定めたものである。

２．業務場所
市立岸和田市民病院　　岸和田市額原町1001番地
　
　３．委託期間
令和８年11月1日から令和11年10月31日まで
※ただし、契約は単年度（4月～翌3月末まで）とし、年度ごとの点検・評価により、
業務履行状態が良好でかつ業者を見直す必要がないと判断した場合のみ、新年度の
契約を継続できるものとする。

４．業務の概要
当該業務は、当院における医療事務をその基本とするが、これに限定せず広く病院運営に貢献・寄与すること。
また、病院の収入の基本は当該業務をベースにした診療報酬請求行為である。医療をサービス業として考えた場合は、当該業務における接客行為は患者の評価に直結する行為でもある。こういった原則を踏まえつつ、広く当院の運営に携わり、経営に参画し得る資質と能力をもつこと。
詳細な業務内容及び契約期間については、別紙仕様書のとおりである。

５．予算額
　　委託料の上限は1,372,000,000円（消費税額及び地方消費税額を含む）とする。
　※委託期間（令和８年11月1日から令和11年10月31日まで）3年間の委託料

６．基本原則
①医療法、その他関係法令に基づき、病院事業を安全かつ公正に運営できること。
②トラブルを未然に防ぎ、かつ、発生時においても安全・正確に業務が遂行できること。
③個人情報の保護、安全管理及び機密保護については特に配慮すること。
④業務量の増大及び業務種別の多様化に対して、別添仕様書の内容に拘らず、業務の拡張性及び柔軟性が保証され、経済性を重視した業務運営が行えること。
⑤業務運営にあたり、運用経費の削減を考慮するとともに、当院にとって増収となる方策については積極的に提案していくこと。
⑥配置する業務員については、当該業務に精通する者であること。
⑦医療はサービス業であるとの観点から、特に接遇等の業務員教育を徹底すること。
⑧業務員に対しては、日々業務知識や医療業務の研修に努めること。
⑨労務管理にあたっては、労働基準法（昭和22年法律第49号）その他の関係法令を
遵守すること。

第２章　プロポーザルの募集要件及び手続等

１．必要な資格及び要件
　　　プロポーザルに参加できる者（提案者となろうとする者）は、次に掲げる要件をす
べて満たすものであること。
1 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者で
あること。
2 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成17年法律第87号）第64
条による改正前の商法（明治32年法律第48号）第381条第１項（会社法の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律第107条の規定によりなお従前の例によること
とされる場合を含む。）の規定による会社の整理の開始を命じられていない者であ
ること。
3 破産法（平成16年法律第75号）第18条又は第19条の規定による破産手続の申立
てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
4 民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定による再生手続開始の申立て
をしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第33条第
１項の再生手続の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第１項の
再生計画認可の決定が確定した場合については、この限りでない。
5 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の申立て
（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件（以下「旧
更生事件」という。）に係る同法による改正前の会社更生法（昭和27年法律第172
号。以下「旧法」という。）第30条第１項又は第２項の規定による更生手続開始の
申立てを含む。）をしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、
会社更生法第41条第１項の更生手続開始の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく
更生手続開始の決定を含む。）を受けた者については、その者に係る会社更生法199
条第１項の更生計画の認可の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画の認可
の決定を含む。）があった場合については、この限りでない。
6 岸和田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成25年10月１日施行）に基づく入札等
除外措置を受けていない者であること。
7 岸和田市指名競争入札指名停止要綱（平成25年４月１日施行。以下「指名停止要綱」という。）に該当する事実がないこと。
8 市町村税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
9 参加申込書の提出時点で、本件仕様書の医事関連業務委託とほぼ同等の業務を、一
般病床が300床以上の病院において、直近３年以内に、元請として24ヶ月以上継続
して行った受託実績３件以上を有すること。
10 原則仕様書の業務内容が受託できる者であること。

２．実施要項等の配布
①実施要項等の配布
令和８年６月４日（木）～同月19日（金）
②配布場所
市立岸和田市民病院ホームページよりダウンロード

３．プロポーザルの手続き
①日程
	項目
	日程

	公募開始
	令和８年６月４日(木)～同月19日（金）
※病院ホームページよりダウンロード

	質疑書の提出期限
	令和８年6月12日(金)17時まで
※電子メールにて受付

	質疑事項の回答日
	令和８年6月 17日(水)17時までに
※病院ホームページにて回答

	参加申込書の提出期限
	令和８年６月19日(金)17時まで

	参加資格審査の結果通知
	令和８年６月26日(金)17時まで

	企画提案書及び見積書の提出期限
	令和８年７月２日(木)17時まで

	企画提案プレゼンテーション開催
	令和８年７月９日（木）※別途通知予定

	評価結果の通知
	令和８年７月16日（木）（予定）


※応募者多数の場合は、企画提案書を元に、書類審査により第一次審査を実施します。

②提出書類等の作成に関する質疑・回答
　提出書類等の作成に関する質疑の受付及び回答は次のとおりとする。
a．質疑の受付期間
令和８年６月４日（木）から同月12日（金）まで（12日は午後５時まで）

b．質疑の提出方法
本プロポーザルに参加するにあたって質問事項がある場合は、次の送付先に質疑
書を電子メールで送付すること。
その他の方法による質問には一切応じないものとする。
電子メール送信後、下記担当まで電話によりメール受信確認をすること。
送付先：市立岸和田市民病院事務局経営管理課　須川
メールアドレス　itou-miho@city.kishiwada.lg.jp

c．質疑の回答
令和８年６月17日（水）17時までに病院ホームページにて回答する。なお、質問の回答は、本実施要項等の追加又は修正とみなす。

③参加申込書の提出について
下記の資料を令和８年６月19日（金）17時までに提出すること。
１．プロポーザル参加申込書（様式１）
２．会社（企業）の概要（様式２-１）
３．会社の状況（様式２-２）
４．受託実績（様式３）
５．契約（取引）実績に係る証明書（様式４）
６．誓約書（様式５）
７．法人の登記事項証明書（発行より３か月以内。写し可）
８．法人税、消費税・地方消費税の納税証明書（発行より３か月以内。写し可）
９．法人市民税の完納証明書（発行より３か月以内。写し可）
※各１部ずつ
※岸和田市における指名競争入札参加資格者名簿に登録ありの場合、⑥誓約書は不要
※⑨法人市民税の完納証明書については、岸和田市に事業所を有する場合のみ。

④企画提案書の提出について
下記の資料を令和８年７月２日（木）17時までに提出すること。
1． 企画提案申込書（様式６）
２．企画提案書　　（任意様式だが以下の内容を含めて作成すること）
３．業務委託見積書（様式７）

《上記④１．企画提案書の記載内容について》
Ⅰ.運営実績について
１．経営状況
２．受託実績 ・病院受託実績（病院種別、病床数、継続実績等）

Ⅱ.業務運営体制について
１．受託準備体制、引継ぎ・移行計画
２．従事者の確保及び配置に対する考え方
３．人員構成の配置(具体的な人員配置)
・組織体系、管理者の経歴等
・各配置場所の配置人数、勤務形態及び従事者の人数、タイムスケジュールなど
４．本社等の管理拠点の役割及び支援体制
５．病院との連携・協力体制について

Ⅲ.従事者の教育・育成について
１．受託者の教育・研修に関する基本的な考え
２．業務マニュアルの整備について

Ⅳ.業務運営について
１．病院経営に参画する体制
２．増収となる方策や運営経費削減の提案・方法
３．業務量の変化に対しての積極的、効率的な見直しや改善提案・方法
４．適切かつ効率的で、無駄のない人員配置に係る提案・方法
５．業務増減等の際に、柔軟な人員配置変更等に係る提案・方法
６．患者サービスが向上するための提案・方法
７．地域連携を強化するための業務提案・方法
８．現場(当院職員他)の負担を軽減するための医事関連業務提案・方法

Ⅴ.病院経営支援について
１．診療報酬の適切な請求、増収につながるサポート提案・方法
２．診療報酬改定時のサポート提案・方法
３．実用性のある未収金対策及び返戻減点対策の検証、業務提案
４．実用性のある未収金回収提案・方法
５．診療報酬請求漏れ等を防止するための検証、業務提案
６．診療報酬の増収につながるための検証、業務提案
７．施設基準に係る積極的な検証、業務提案
８．算定項目の拡大につながるための検証、業務提案

Ⅵ.危機管理・安全管理体制について
１．危機管理・安全管理に対する取り組み方針
     ２．災害発生時の対応について

Ⅶ.上記項目以外の独自提案（その他特色ある事項）
１．当院運営改善の提案
（業務見直しによる効率化、コスト削減、経営改善に関わる取り組み等）
２．診療報酬増収につながる提案
　　　　（診療報酬の増収につながる為の取り組み等）
３．患者サービスの向上についての運用提案
　　　　 (窓口業務の接遇向上、患者相談及びクレームへの効率的な窓口運営等)　等

※参加申込書及び企画提案書が次の項目に該当する場合は、無効とする。
・申込期間内に申込みしなかったもの
・応募資格のない者が行った申込み
・別紙仕様書に示された条件に大幅に適合していない場合
・記名、押印のないもの
・虚偽の内容が記載されている場合
・その他この「実施要項」に規定する条項に違反したもの

④各種提出方法、期間
応募者が直接持参すること。郵送による提出は受け付けない。
・提出先
市立岸和田市民病院　事務局経営管理課経営企画担当　
・提出期限
　参加申込書　令和８年6月19日（金）17時まで
企画提案書　令和８年７月２日（木）17時まで
（ただし、12時から13時までを除く。）
・部数
　参加申込書および添付資料は１部
企画提案書類については、15部作成（正１部、副14部）
企画提案書は日本工業規格Ａ４版、長辺片面綴じとし、表紙に「医事関連業務委託企画提案書」と記載すること。また、正１部に関しては、表紙の余白に法人名等を記入し、押印すること。残り副14部に関しては、審査に使用するため、提出者情報（会社名、会社ロゴ、個人名［担当者名］等）が判別できるものの記載のないようにする。提案書の中にも記載がないようにする。
詳しくは、別紙「プレゼンテーションに関する注意事項」を参照。

４．審査方法
事業者の選定は、提出書類及び企画提案書のプレゼンテーション及びヒアリングを実
施し、市立岸和田市民病院業者選定指名委員会においてあらかじめ定めた評価基準に基
づいて、提案内容や価格などを総合的に審査し、審査の結果、最も評価の高い者（優先
交渉権者）及び次点者を選定する。

①プレゼンテーションの日時について
開催日時・開催場所
・令和８年７月９日（木）13:30～
・詳細な日時、開催場所については、後日プロポーザル参加予定者に通知します。

②企画提案の所要時間（予定）
プレゼンテーション・質疑応答で35分程度　

③企画提案書の審査項目
審査にあたっては、次の項目及び視点を踏まえながら行う。
a．医療法等及び労務管理に係る労働基準法等を遵守し、病院事業を安全かつ公正に運営できるか。
b．個人情報の保護、安全管理、機密保護の配慮、岸和田市財務規則等を習熟の上、対
策が十分整備され、適切な運用提案がされているか。
c．従事者の教育計画、医事関連業務の質及び接遇等の向上に関する教育・研修の取組
体制が整っているか。
d．当該業務に、十分な知識・経験を有する業務員を優先的に配置することができるか。
e．経営者の視点で病院経営について、業務を遂行でき、病院経営に参画する取り組み
姿勢及び手順が提示されているか。
f．業務運営にあたり、運用経費の削減を考慮するとともに、当院にとって増収となる
方策や現実的な業務提案を行うことができるか。
g．専門性・精度の高い経営支援や診療実績等の分析が行われ、適切な業務提案がされ
ているか。
h．積極的で具体的かつ説得力のある業務改善提案がされているか。
i．業務量の増大及び業務種別の多様化に対して、各仕様書の内容に拘らず、経済性を
重視した業務運営が行えるか。
j．業務量の増減等に対して、その業務の追加又は削減だけでなく価格面等にも反映さ
れる医事関連業務全般の積極的、効率的な見直しが行えるか。
k．適切かつ効率的で無駄のない人員配置について、提案されているか。
l．業務量の増減等に対して、医事業務全般の柔軟な人員配置等の見直しが行われ、効
率的で、無駄のない人員配置ができるか。
m．診療報酬について、専門的な知識や経験に基づき、適切な算定、請求が行え、かつ
増収につながる効果的なサポート提案を行うことができるか。
n．診療報酬改定に際しては、専門的な知識や経験に基づき、具体的かつ効果的なサポ
ート提案を行うことができるか。
o．未収金・返戻減点対策について、実効性のある対策・業務手順が提示されているか。
p．未収金等について、効果的で実用性のある回収提案・方法が提示されているか。
q．診療報酬請求漏れ等の防止策についての具体的かつ実用性のある提案がなされてい
るか。
r．新たな施設基準確保と算定拡大のために、随時積極的な業務提案がなされているか。
s．現場(当院職員他)負担を軽減するため、具体的かつ実用性のある業務提案がなされ
ているか。
t．地域がん診療連携拠点病院及び地域医療支援病院である当院にとって、地域におけ
る当院の立場を理解した上で、地域医療連携を強化するための適切な業務提案がお
こなえているか。
u．患者サービスの向上のために随時、業務改善等が行われているか。
v．休日 ・夜間における緊急連絡体制の整備及びシステムトラブルや災害が発生した
に、連絡や指示が出来るようマニュアル整備がされており、かつ病院からの要請が無
くても速やかに人員を配置させ、業務が円滑に遂行できるか。
w．貴社独自提案は、具体的で実用性のある提案がなされているか。
x．プレゼンテーション全体を通して理解が深まる内容であり、質疑応答においても的
確に回答が返せ、その回答は納得のいくものであったか。
y．業務量を適正に算出し、経済的な見積額となっているか。

※プレゼンテーションに関しての注意事項は、別紙「プレゼンテーションに関する注
意事項」をご参照ください。

５.審査結果の通知
プロポーザル参加者全員に選定（優先交渉権者）又は非選定の結果を文書で通知します。
また審査結果通知の翌営業日以降、下記項目を所管課において閲覧に供するものとする。
なお、電話等による問い合わせには応じない。
【選定結果公表事項】
・優先交渉権者の名称及び総合点
・その他参加者の名称（五十音順）
・その他参加者の総合点（得点順）※参加者の名称は公表しない
　　　ただし、プロポーザル参加者が２社の場合は優先交渉権者の名称及び総合点のみ公
　　　表。

６.企画提案の辞退
プロポーザル参加申込書を提出した日から事業者の決定の日までの間において、企画提案を辞退する場合は、当院担当者へ連絡の上、辞退届（様式９）を持参または郵送すること。郵送の場合は、必ず「特定記録」で送付すること。

７.契約の締結
上記５.審査結果の通知により選定された優先交渉権者と当院との間で、契約内容に関す
る協議を行い、詳細な事項の調整を行った上で、業務契約を締結する。協議により、必要
に応じて仕様書を変更して締結するため、提案された内容、見積額が変わる場合がある。
なお、当該協議が不調となった場合や、優先交渉権者の提案において虚偽、不正又は違
反が認められた場合は、優先交渉権者を失格とし、次点者と契約内容を協議し、契約締結
を行うこととする。

第３章　その他重要事項

１．施設、消耗品等の使用条件等
①受託者は、故意又は過失により当院の建物、施設等を汚損し、若しくは損傷し、又
は滅失した場合は、速やかに当院事務局に報告を行うとともに、原状に回復し、又
はその損害を賠償しなければならない。
②受託者の労務管理等で使用する備品、消耗品等については受託者の負担とする。た
だし、業務運営上必要な備品、消耗品等は当院が負担するものとする。
詳細な区分については、別紙仕様書に記載。

２．業務手順等の検査
当院は、必要があると認めたときは、随時、業務手順及び業務内容について検査を行うことができる。また、受託者の行う業務は、当院の検査に合格したものでなければならない。なお、当該検査において、仕様書及びこれに基づき当院と協議決定した内容どおりに業務が遂行されていない場合は、直ちに当院事務局から業務手順の改善等を命じることができる。この場合において、改善等に要した費用は、受託者の負担とする。

３．現受託者から新業者への移行に関する条件等
①現受託者から新業者への移行に伴い発生する費用については、新業者の負担とする。
②現受託者は、業務の移行に関して誠実な対応をする責務を負うこととする。したが
って、現受託者は、新業者に対して誠意を持って対応し、迅速かつ丁寧な引継ぎ作
業を行わなければならない。
③上記(1)及び(2)の作業内容、範囲等について、この要項に定めのない事項について
は、当院、現業者及び新業者の三者間で協議のうえ、決定するものとする。
④令和８年８月から令和８年10月末までの間に市立岸和田市民病院等から引き継ぎ
を受けるとともに、業務受託に向けて引継計画書を作成し、諸準備を行うこと。
（当該引き継ぎに係る費用は、新受託者負担とする。）

４．その他 
①書類作成及び提出に係る費用など、必要な経費はすべて提出者の負担とする。
　緊急やむを得ない理由等により、本公募型プロポーザルを実施することができないと認めるときは、停止、中止又は取り消すことがある。なお、この場合において、本公募型プロポーザルに要した費用を岸和田市に請求することはできない。
②提出された書類は、返却しない。
③提出書類及び審査結果は、岸和田市情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、
開示の対象となる。
④当該業者公募型プロポーザルの実施において知り得た個人情報等については、他に
漏らしてはならない。
⑤応募者は、審査結果に対し異議を申し立てることはできない。
⑥手続きにおいて使用する言語、通貨および単位は、日本語および日本円、日本の標
準時および計量法（平成４年法律第51号）に定める単位に限る。
　　
５．本件に関する問い合わせ先
市立岸和田市民病院　事務局経営管理課　経営企画担当：須川
〒596-8501　大阪府岸和田市額原町1001番地
電話：072-445-1000　FAX：072-441-8812
〈メールアドレス〉　itou-miho@city.kishiwada.lg.jp
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